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は じ め に

　　　　　　　　　　本市の水道は、昭和４６年１２月に富谷町簡易水道として、町

　　　　　　　　　内の一部地区に給水したのが始まりです。その後、富谷ニュータ

　　　　　　　　　ウン、泉が丘ニュータウン、鷹乃杜東南苑の３水道事業を統廃合

　　　　　　　　　し、昭和５１年１１月に東向陽台を除く給水区域を対象とした漆

　　　　　　　　　沢ダムを水源とする宮城県大崎広域水道用水供給事業より、１日

　　　　　　　　　４,０００ を受水する富谷町上水道事業の認可を取得しました。

　　　　　　　　　その後、水量の増加に対応するため、昭和６０年１２月に七ヶ宿

ダムを水源とする宮城県仙南・仙塩広域水道用水供給事業より１日 ８,７００ を受

水する第一次拡張事業の認可変更を行いましたが、平成９年８月に給水人口の増加及

び水量の増加に伴い、宮城県仙南・仙塩広域水道用水供給事業より１日 ２,８００ 

増量して、 １１,５００ とし、さらに宮城県大崎広域水道用水供給事業より、１日

５,７００ 増量して９,７００ とした第二次拡張事業の認可変更を行ってまいりま

した。そして、現在に至るまでに水道の普及に取り組み、平成２９年度末の普及率は

９９.９０％と市内のほぼ全域に配水しております。

　また、富谷市は東北地方の中心都市である仙台市に隣接しており、立地条件等が良

いため、仙台市のベッドタウンとして、現在においても団地等の開発が活発に行われ

ていることから、人口は増加傾向を示しています。

　しかし、近年、創設時の水道施設が耐用年数を越え始めたため、施設の更新事業を

順次行っていく必要があるとともに、災害等に備えた施設水準の向上の必要性が高ま

っていることから、将来的にこれらの事業を推進するための費用を考えていかなけれ

ばなりません。

　そこで、本市では水道事業の経営健全化のために、中長期的な視点から将来を見据

えて計画的に事業を推進し、持続可能な水道システムを構築していくための指針とし

て、水道ビジョンと経営戦略を統合した「富谷市水道事業基本計画」を策定いたしま

す。

富谷市長

若生　裕俊
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第１章 水道事業基本計画策定の趣旨と位置付け

水道事業基本計画策定の趣旨

　「富谷市水道事業基本計画」は、平成２５年に厚生労働省の示す「新水道ビジョン」を踏

まえ、水道事業の現状分析を行った上で、今後２０年の期間における具体的な目標と実現方

策を示すものです。

  現在の水道事業は、安心・確実な水道サービスの継続を目指して、安全で安心な水道水の

供給を確保するため、拡張事業を実施し、水道水質の安全確保、漏水防止による効率的な事

業経営を推進してきました。水道事業の給水人口や給水量は増加傾向を示していますが、給

水人口の増加に比して、給水量は節水機器の普及や節水意識の向上により、微増程度となっ

ています。そのため、将来において給水人口が減少傾向を示し、水需要が減少傾向となるこ

とは確実であるなかで、給水収益の減少も予想されます。また、東日本大震災の経験を踏ま

え、災害時に対応した施設の重要性が課題となってきたなかで、老朽化した施設の計画的な

更新や耐震化など、「安全」で「強靭」と将来への「持続」が求められています。

  本市では、「安全」で「安心」な水道水を「安定」的に供給することを確実に将来に継承

すべく、将来に向けた目標と実現方策を示す「富谷市水道事業基本計画」を策定し、計画的

な施設の耐震化、災害時に対応できる強靭な水道システムを構築するものです。

１-１
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水道事業基本計画の位置付け

  富谷市では、平成２１年度を初年度とする「富谷町総合計画」を策定し、平成３０年度を

目標年次として各種施策を展開し、総合的かつ計画的な街づくりを進めてきました。

　こうした社会経済の急激な変化を受け、平成２６年度に「まち・ひと・しごと創生法」が

制定され、本市においても、平成２７年１２月に「富谷町地方創生総合戦略」をとりまとめ、

地方創生総合戦略では、平成２７年度を初年度とし、集中的・重点的に地方創生総合戦略の

推進に取り組んでいくこととしています。

　こうした観点から、計画期間中である「富谷町総合計画」を見直すこととし、「富谷町総

合計画」の総括及び社会情勢の変化による、本市を取り巻く課題に取り組むとともに、新た

な重点施策となる「富谷市地方創生総合戦略」が盛り込まれた、都市としての新たなビジョ

ンとなる「富谷市総合計画」を策定しました。

　一方、本市の水道事業は、平成２４年３月に平成２８年度を計画期間とする「中期経営計

画」により、経営改善案に取り組み、一定の成果を収め、平成２９年３月に平成３０年度ま

での富谷市水道事業経営戦略を策定し経営改善を図っています。

 「富谷市水道事業基本計画」は、図１.１に示すように、これらを上位計画とし、厚生労働

省の示す新水道ビジョンを踏まえながら、水道事業の現状分析を行った上で、概ね２０年先

を見通した中長期的な方向性を示すとともに、あるべき姿に至る工程として、今後１０年程

度の期間における具体的な目標と実現方策、国の「新水道ビジョン」に示された水道の理想

像"安全""強靭""持続"の三つの観点の実現のため、地域性を踏まえた取り組み施策の展開を

図ります。また、施策の事業計画に係る部分については、事業の進捗に合わせて適宜修正を

行います。

１-２
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あるべき姿から

10年後 フィードバック

5年後

具体的な目標と実現方策

※5年ごとに経営戦略の見直しと

水道事業基本計画の計画期間

  本水道事業基本計画は、２０１９年度(平成３１年度)から２０２８年度までの１０年間を

計画期間とします。

  ただし、上位計画の見直しや社会情勢等に大きな変化が見られた場合、事業の進捗状況に

合せて計画の見直しを図ります。

  なお、水需要予測、財政支出は水道施設の更新サイクルを考慮し、長期を見据えた参考期

間を含め、２０１９年度から２０３８年度までとします。

水道ビジョン計画期間 : ２０１９年度から２０２８年度まで １０年間

  （参考期間 : ２０１９年度から２０３８年度まで ２０年間)

水道事業基本計画の基本的指標

  将来における給水人口と給水量の推計結果より、長期見通しの予測値を設定し、長期の整

備計画、財政計画を行います。

53,867 54,607 17,209 16,788

中長期的な方向性
(あるべき姿)

2028年度 2038年度 2028年度 2038年度

富谷市総合計画 20年後

整
合
性

富谷市水道事業基本計画
当面の

反
映

目標水準

新水道ビジョン

安全・強靭・持続

(厚生労働省)

　10年ごとに水道水道ビジョンの見直しを行う

図1.1 富谷市水道事業基本計画の位置付け

富谷市人口ビジョン 52,824 54,866 16,636 17,518

水需要予測値

１-３

１-４

表1.1 計画給水人口・計画一日最大給水量

計画給水人口(人) 計画一日最大給水量(ｍ3/日)
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第２章 富谷市水道事業の概要

富谷市の概要

１.位置と地形

位置： 宮城県のほぼ中央

面積： ４９.１８ 

地形： 市の南側は、丘陵森林地帯を境に、仙台市泉区及び宮城野区岩切、利府町と接し

ています。

北側は、黒川平野の耕地に面して、大和町に囲まれるように接しています。

図2.1 富谷市の位置

２-１
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２.人口

趨  勢： 平成２８年(２０１６年)の本市の人口は５２,５２８人(住民基本台帳)

年齢別： 人口増加

産業別： ほぼ一定

「国勢調査」より

「国勢調査」より

(人) (％) (人) (％) (人) (％)
区分

平成17年10月1日 平成22年10月1日 平成27年10月1日
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

100.0
第１次産業 305 1.5 236 1.1 282 1.2
総数 20,530 100.0 22,189 100.0 25,009

1.0
林業 4 0.0 11 0.0 13 0.1
農業 300 1.5 222 1.0 257

0.0
第２次産業 4,560 22.1 4,705 21.1 5,726 22.9

漁業 1 0.0 3 0.0 12

0.0
建設業 2,393 11.7 2,286 10.3 2,669 10.7
鉱業、砕石業、砂利採取業 0 0.0 2 0.0 3

12.2
第３次産業 15,518 75.6 16,897 76.2 18,787 75.1

製造業 2,167 10.6 2,417 10.9 3,054

1.1電気・ガス・熱供給・水道 202 1.0 265 1.2 280
10.4

卸売業、小売業 5,501 26.8 4,660 21.0 4,765 19.1
運輸業、郵便業 2,110 10.3 2,298 10.4 2,595

2.4
不動産業、物品賃貸業 210 1.0 389 1.8 501 2.0
金融業、保険業 426 2.1 554 2.5 605

宿泊業、飲食サービス業 6,095 29.7 7,621 34.3 8,860 35.4

0.9分類不能 147 0.7 351 1.6 214
公務 974 4.7 1,110 5.0 1,181 4.7

1.5%

22.1
%

75.6
%

0.7%
平成17年度

第一次産業

第二次産業

第三次産業

分類不能

就業者数

20,530人

1.1%

21.1
%

76.2
%

1.6%
平成22年度

第一次産業

第二次産業

第三次産業

分類不能

就業者数

22,189人

1.2%

22.9
%

75.1
%

0.9%
平成27年度

第一次産業

第二次産業

第三次産業

分類不能

就業者数

25,000人
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富谷市水道事業の概要

１.水道事業と普及率

　本市の水道は、昭和４６年１２月に富谷町簡易水道として、町内の一部地区に給水したのが

始まりで、その後、富谷ニュータウン、泉が丘ニュータウン、鷹乃杜東南苑の３水道事業を統

廃合し、昭和５１年１１月に東向陽台地区を除く町内全域を給水区域とする富谷町上水道事業

の認可を取得し、昭和６０年１２月に第一次拡張事業、平成９年８月に第二次拡張事業を経て

水道の普及に取り組み、平成２９年度末の普及率は ９９.９０％と市内のほぼ全域に配水して

おります。

(図２.３ 給水区域図)

 富谷市水道事業

２.事業の沿革

事業の創設及び現行の認可計画を表２.２に示します。

 富谷市水道事業 S 51 11 18 H 9 8 20 22,54049,910H22

２-２

49,371

表2.1 富谷市の水道事業の給水人口と普及率(平成29年度実績)

(ｍ3/日)

表2.2 事業の概要

事業名
創設認可 現行認可 目標年次

計画給水 計画1日最大

人口 給水量

事業名
行政区域内 給水区域内 給水 普及率

人口(人) 人口(人) 人口(人) (％)

52,593 49,324 99.90

年月日 年月日 (年度) (人)
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図2.3 給水区域図
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３.水道事業

[簡易水道創設事業]

　本市の水道は、昭和４６年１２月に富谷町簡易水道として、町内の一部地区に給水した

のが始まりで、その後「町民皆水道」を目標に水道事業計画を進め、富谷ニュータウン水

道事業、泉が丘ニュータウン水道事業、鷹乃杜東南苑水道事業が整備されました。

認可の要件 ： 創設

認  可  日 ： 昭和４５年３月

[上水道創設事業]

　上水道事業は、富谷町簡易水道、富谷ニュータウン水道事業、泉が丘ニュータウン水道

事業、鷹乃杜東南苑水道事業を統廃合し、仙台市の給水区域である東向陽台地区を除く、

町内全域を給水区域とする富谷町上水道創設事業の認可を取得した。水源として、宮城県

大崎広域水道用水事業より、１日 ４,０００ を受水する。

： 創設

認  可  日 ： 昭和５１年１１月１８日

[第１次拡張事業]

　富谷町（現富谷市）では、住宅団地等の開発により急激な人口増加に加え、生活水準の

向上及び生活様式の変化などにより、ますます水需要は急増するものと予測されたため、

計画目標年度を平成１２年度とした第１次拡張事業の認可を取得した。水源として、宮城

県仙南仙塩広域水道用水事業より、１日 ８,７００ を受水する。

： 給水人口、給水量の増加

認  可  日 ： 昭和６０年１２月１７日

[第２次拡張事業]

　富谷町（現富谷市）では、第１次拡張事業時より、大規模な団地の開発が予定されるな

ど将来的に水需要の増加が見込まれ、近い将来において現有施設能力を上回ることが予想

された。そのため、長期的な安定水源として、七ヶ宿ダムを水源とする仙南・仙塩広域水

道用水供給事業と漆沢ダムを水源とする大崎広域水道用水供給事業からの受水を増量し、

不足水量に対処するものとした。

　また、現有施設全体の見直しを行い、将来における需要者の水確保を目的とした第２次

拡張事業の認可を取得した。

： 給水人口、給水量の増加、取水地点の変更

認  可  日 ： 平成９年８月２０日

認可の要件

認可の要件

認可の要件
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水道施設の概要

１.水道施設

　現在、富谷市では全水量を七ヶ宿ダムを水源とする仙南・仙塩広域水道用水供給事業と漆

沢ダムを水源とする大崎広域水道用水供給事業より受水して市内全域に給水しています。

　大崎高区配水区は、受水点を大和町山田中地内標高 ＋３８.００ｍ盤の水田とし、場内に

受水用配水池兼送水ポンプ場を有し、一日最大 ５,７００ を受水して富谷市上桜木地内の

標高 ＋９５.００ｍ盤の大崎高区配水池へポンプ圧送し、その後自然流下で配水しています。

　大崎低区配水区は、館山配水池で一日最大 ４,２００ を受水し、自然流下で配水区へ配

水しています。

　仙南・仙塩広域水道系は、富谷高区系配水区と富谷低区系配水区に分けられ、富谷配水池

（２階層造り、高区配水池２,０００ 、低区配水池６,０００ ）で一日最大 １１,５００

 を受水し、各配水区へ自然流下で配水しています。

 (1)水源施設(１)水源施設

規模・構造

1号取水井  鋼管φ300mm×100.0m 休止

2号取水井  鋼管φ300mm×100.0m 休止

4号取水井  鋼管φ300mm×250.0m 休止

5号取水井  鋼管φ300m×250.0m 休止

7号取水井  鋼管φ300mm×200.0m 休止

[※計画取水量の単位：ｍ3/日]

(２)浄水施設

富ケ丘ニュータウン[除鉄・除マンガン設備] 鋼板製　1,500 /日

浄水場 [塩素注入設備] 次亜塩素酸ナトリウム注入設備 休止

[逆洗ポンプ設備] 

[浄水池] 

鷹乃杜東南苑 [高速凝集沈殿地] 鋼板製φ4.50m×5.30m(H)

　1,200 /日

[薬品注入設備] 次亜塩素酸ナトリウム注入設備 休止

[動力式急速ろ過池]鋼板製φ2.74m×3.60m(H)

　1,200 /日

[浄水池] RC造：5.00m(B)×6.00m(L)

×3.00m(H)＝90 

計 22,540

名称 規模・構造・施設能力

深層地下水 265

渦巻ポンプ

×3.25m(H)＝650 

φ125mm×1.5 /min×26m×11kw

RC造：8.00m(B)×25.00m(L)

２-３

表2.3 水源施設概要

名称 水源 備考計画取水量

備考

9,900大崎広域水道受水

仙南・仙塩広域水道受水

ダム

表2.4 浄水施設概要

深層地下水 458

深層地下水 212

ダム 11,500

深層地下水 123

深層地下水 82
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(３)送水施設

規模・構造・施設能力

受水用配水池兼 [ポンプ井] RC造：720 

送水ポンプ場 [送水ポンプ] 陸上多段ポンプ

φ150mm×1.98 /min×107m×55kw

[薬品注入設備] 次亜塩素酸ナトリウム注入設備

[管理棟] 床面積　449.52㎡

(４)配水施設

館山配水池 [管理棟] CB造:1階 A=30㎡

[配水池]

[薬品注入設備] 次亜塩素酸ナトリウム注入設備

湯船沢配水池 [配水池] RC造:7.20m(B)×7.20m(L) 休止

RC造:6.20m(B)×6.20m(L)

[配水池] RC造:6.20m(B)×7.20m(L) 休止

富谷配水池 [管理棟] RC造:A=63㎡

[配水池] PC造:φ31m×H=8.00m＝6,000 

PC造:φ31m×H=3.00m＝2,000 

[薬品注入設備] 次亜塩素酸ナトリウム注入設備

ひより台配水場 [送水ポンプ] 変速ポンプφ125mm×1.4 /min

[圧力タンク] 容量　2 

[受水槽] RC造：A=10.4m(B)×10.4m(L)

明石配水場 [送水ポンプ] 渦巻ポンプφ40mm×0.17 /min

[圧力タンク] 容量　0.03 

[送水ポンプ] 多段ポンプφ40mm×0.2 /min

[圧力タンク] 容量　0.5 

富谷第二配水池 [配水池]

[送水ポンプ] 加圧ポンプユニット

[送水ポンプ] 加圧ポンプユニット

φ200mm×0.04 /min×40m

表2.5 送水施設概要

名称 備考

石積No.2配水ポンプ場

石積配水ポンプ場

町下配水ポンプ設備

PC造:φ21m×H5.80m×2池＝2,000 

×4.40m(H)＝220 

×4.40m(H)＝169 

×3.50m(H)＝156 ×2池

×61m×25kw

×1.90m(H)＝200 

×34m×2.2kw

×80m×5.5kw

RC造：φ23.20m×5.00m(H)＝2,000 

RC造：φ33.00m×5.00m(H)＝4,000 

φ40mm×0.1 /min×50m

表2.6 配水施設概要

名称 規模・構造・施設能力 備考

鷹乃杜東南苑配水池

配水
ポンプ場

配水
ポンプ場
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受水用配水池兼送水ポンプ場

富谷配水池

富谷第２配水池
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館山配水池

ひより台ポンプ場

明石配水ポンプ場
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石積配水ポンプ場

石積NO.2配水ポンプ場

町下配水ポンプ場
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第３章 水需要の動向と将来の見通し

水需要の現況

１.給水区域内人口と給水人口

  上水道の給水区域内人口と給水人口は、平成２０年度から平成２９年度までの実績値よ

り、増加傾向を示しております。これは、仙台市に隣接していることもあり、近年団地開

発が活発に行われているためであり、将来的にもまだ、増加傾向を示すものと考えられま

す。平成２９年度末で給水区域内人口４９,３７１人、給水人口４９,３２４人、普及率は

 ９９.９％となっています。

２.一日平均給水量と有収水量

  上水道の一日平均給水量は、給水人口の増加に伴い変動し、平成２９年度末で一日平均

給水量１４,３７４ ／日、有収水量１２,３８９ ／日、有収率は ８６.２％となってい

ます。

３-１

図3.1 給水区域内人口と給水人口の実績

図3.2 一日平均給水量と有収水量の実績
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将来の動向

  行政区域内人口は、国立社会保障・人口問題研究所の平成２５年３月の日本の地域別将来推

計人口の推計によると、富谷市水道事業基本計画初年度の２０１８年度に ５３,１５９人、計

画最終年度の２０３８年度には、５７,８５２人となり、計画期間内で４,６９３人増加すると

予想されます。

１.給水区域内人口と給水人口

２.一日平均給水量と有収水量

３-２

図3.5 給水区域内人口と給水人口の計画値

図3.6 給水量の計画値
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[給水区域内人口＝給水人口(普及率100％として推計)]

用語説明

給水区域内人口：厚生労働大臣の許可を受け、給水を行うこととした区域内の人口

給水人口　　　：給水区域内に居住し、市の水道事業により供給を受けている人口

普及率　　　　：給水人口を計画給水区域内人口で除したもの（％）

一日平均給水量：年間総給水量を年日数で除した給水量（ /日）

有収水量　　　：料金徴収の対象となる水量（ ）

有収率　　　　：有収水量を給水量で除した率（％）

(ｍ3/日) (ｍ3/日) (％)

富谷市水道事業 54,348 13,148 14,593 90.1

表3.1 2028年度推計値（目標年度内最大値）

事業名
給水人口 有収水量 一日平均給水量 有収率

(人)
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第４章 水道の現状評価と課題

水道の現状評価と課題

[安全] 安全な水の供給は保たれているか

[安心] 危機管理への対応は徹底されているか

[安定] 水道サービスの持続性は確保されているか

将来の事業環境

[施設効率の低下]・・・・給水量の減少による保有施設の過大化

[少子高齢化]・・・・・・現在給水人口は微量ながら増加傾向を示しているが近い将来に

は減少傾向へと移行していくとともに、節水機器の向上及び少

子高齢化に伴い使用水量及び料金収入が減少

[施設の老朽化]・・・・・経年劣化の進行

[資金の確保]・・・・・・維持管理費による財政状況の悪化

[職員の技術継承]・・・・職員不足による技術継承の難しさ

取組の目指すべき方向性

・災害や環境の変化に対して的確に対応

・水質基準に適合した水道水

・いつでも、どこでも、誰でも、持続的に利用できる水道

施策の推進要素

・積極性と連携を施策の主要な推進要素と位置付け、課題の具現化に取り組む

 ・給水人口の減少による使用水量及び料金収入の減少
 ・水道施設の更新需要の増大
 ・職員数の減少によるサービスレベルへの影響
 ・危機管理対策
 ・水質の変化への対応

４－１

４－２

４－３

４－４

将来的に給水量が減少す
る状態においても、健全
かつ安定的な事業運営が
可能な水道

現状評価・・・水道の現状において、どのようになっているかを把握

課    題・・・水道の現状において、どのような課題があるかを認識

安定

[水道サービスの持続][強靭な水道][安全な水道]

課題の具現化

安全 安心

全ての市民がいつでもど
こでも、水を安心して飲
める水道

自然災害等による被災を
最小限にとどめ、被災し
た場合であっても、迅速
に復旧できるしなやかな
水道

積極的に課題に
取組意識・姿勢

関係機関等との
「連携」
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施策の体系と施策事業の概要

 

水安全計画の策定と運用

直結直圧給水の導入、受水槽及び貯留槽の衛生管理の徹底

給水装置の検査及び管理の強化（鉛管の入替計画策定）

施設更新計画を策定し計画的な施設の更新更新及び補強の実施

管路整備計画を策定し計画的な管路の耐震化、布設替の実施

水質監視の強化と水質異常時の対策が必要

末端監視設備の向上、管理システムの構築

浄水場施設整備計画と実施（浄水施設の廃止、予備を明確にする）

事業内容

ホームページの内容充実と更新を図る

施設の改良・更新・耐震化に合わせ、省エネルギー化の推進
再生可能資源の利活用の調査研究

現在行っている活動の充実と継続を図る
給水拠点の住民への周知徹底

地元密着型の民間活力の導入により、雇用の活性化を図る

アセットマネジメントを実施し、長期的な財政計画の策定

窓口サービスの充実とともに水道料金納入制度の向上を図る

管網計算によるシミュレーションを行い、配水管路適正化を図るとともに配水ブロックを
検討し、管路整備計画を策定する

固定資産台帳システム及び施設台帳の管路データと管路台帳システムのデータとの整合性
を図る

現在実施している漏水調査を継続する

各種対策マニュアルの策定
非常用設備、備品等の整備

取水から末端給水までの水質検査体制の強化

③ 計画的配水管網の整備

② 災害給水体制

② 管路の改良・更新・耐震化

直結給水の促進

４－５

施策の方向

受水施設における水質検査の実施

現在の水質に対する既存浄水方法の現状と効果

漏水調査を行い、有効率95％を目標に漏水個所の早期発見や修繕に努
める

各種災害に対して、以下に示す各種対策を検討する
危機管理対策、地震時対策、受水事故対策、水質事故対策、テロ対策

区  分 項  目

① 水質検査体制の強化

施  策

① 受水施設における水質の保全

(2) 水質管理体制の強化

1.安  全

公聴・広報機能の確立、水道広報誌の発行

施設の改良・更新・耐震化に合せ省エネルギー化の推進

適正な圧力（動水圧、静水圧）となる配水ブロック化計画を策定し、
その計画を推進する

固定資産台帳システムと管路台帳システムのデータの共有化

水安全計画の策定、運用

施設の耐震診断、耐震補強及び改良、更新計画の策定

管路更新計画の策定

３階建て以上の建物への直結直圧給水の導入

貯水槽の衛生管理、水道メーターの計画的更新

現行サービスの継続、料金収納、徴収委託の検討

2.安　心

(1) 水 質 の 保 全

(1) 施 設 整 備 の 推 進 ① 施設の改良・更新・耐震化

(3) 安 全 な 水 道

②

①

浄水処理施設の整備

③ 水安全計画の運用

② 給水装置の管理

(3) 災 害 対 策 ① 災害対策

(2) 施 設 管 理 の 強 化 ① 情報システムの導入

② 漏水調査の強化

水道事業を運営する為の基本事項や施策形成能力を養う研修の導入水道事業を運営する為の基本事項や施策形成能力を養う研修の導入

3.安　定 (1) 経 営 基 盤 の 強 化

災害時に必要最低限の水処理設備、給水体制の検討
定期訓練、広報活動訓練、隣接自治体・管工会との連携強化、日本水
道協会相互応援訓練を実施する

検針業務、受配水場管理業務等は、業務の効率化を図るため民間に委
託する

(3) 職 員 育 成 ① 人材の育成

① 民間活力の導入

② 水道料金の見直し

(2) サ ー ビ ス の 向 上 ① サービスの充実

② 公聴・広報機能の確立

③ 省エネルギー化の推進

アセットマネジメントを実施し、経常収支の見直しを行う
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① 既設水源は、現在休止状態です。

１号取水井 鋼管φ300、深度100ｍ

φ80×0.35 /min×68ｍ×11KW

２号取水井 鋼管φ300、深度100ｍ

φ80×0.50 /min×70ｍ×11KW

４号取水井 鋼管φ300、深度250ｍ

φ125×1.70 /min×74ｍ×45KW

５号取水井 鋼管φ300、深度250ｍ

φ150×1.40 /min×105ｍ×4.5KW

貯水設備

RC造り：8.00×25.00×3.25H

有効容量：6.50 

７号取水井 鋼管φ300、深度200ｍ

φ80×0.417 /min×137ｍ×19KW

　現況では、仙南仙塩広域水道及び大崎広域水道より、全量を受水しており、平成２９

年度実績値（一日最大給水量）では、 １５,７４２ ／日、２０３５年度推測値では、

 １７,０１９ ／日となっております。広域水道の受水量の最終契約水量として、仙南

仙塩広域水道では１１,５００ ／日、大崎広域水道では９,９００ ／日、合計すると

 ２１,４００ ／日となっているため、将来の水量の増加分を考慮しても、広域水道か

らの受水で対応可能となっております。

① 大崎広域水道及び仙南仙塩広域水道からの受水で本市の一日最大給水量を賄います。

よって、既存取水井は使用しないものとします。

② 受水施設における水質管理を徹底し、継続します。

③ 今後、契約水量等について県と協議を行うものとします。

水源名 仕様

現状と課題

施策の概要

１.安全

１－１.水質の保全

１）.受水施設における水質の保全
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① 現在実施している水質検査の項目、採水地点、検査頻度は下記のとおりとなっておりま

す。

検査頻度：毎日

検査項目：色度、濁度、水温、pH値、残留塩素

採水地点：６箇所

 とちの木ポンプ場

 大清水一丁目第一公園

 日吉台中学校

 東向陽台公民館

 明石ポンプ場

 石積ポンプ場

① 現在の監視システムを継続し、採水地点を再検討し、必要な箇所に自動水質監視装置を

設置していきます。

末端管路において残留塩素濃度が低くなるため、各配水池系の主な末端管路部を以下に

示し、自動水質監視装置の設置について検討を行います。

【館山配水池系】 【富谷配水池系】

・明石大沢二番 ・根崎沢

・明石上折元

・大亀和合田一番

・大亀間渡三番

・今泉巻貫

・志戸田三ヶ森

用語説明

色度　　：水の色の程度を数値で示したもので水質基準において５度以下と定められている

濁度　　：水の濁りの程度を示したもので水道水質基準は２度以下

ｐＨ値　：水道水質基準値（５.８ ８.６）は、水道施設の腐食等を防止する観点から、中

　　　　　性付近の値にあることが望ましい

残留塩素：水に注入した塩素が、消毒効果をもつ有効塩素として消失せずに残留している塩

　　　　　素のこと

現状と課題

施策の概要

館山配水池系

館山配水池系○ ○ ○

○ ○ ○

備考

富谷第二配水池低区系

富谷第二配水池高区系

富谷配水池低区系

富谷配水池高区系○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

残留塩素

○ ○ ○ ○ ○

設置箇所 色度 濁度 水温 ｐＨ

１.安全

１－２.水質管理体制の強化

１）.水質検査体制の強化
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① 本市では、仙南仙塩広域水道及び大崎広域水道からの受水であり、浄水処理施設として

は各地区配水池に次亜塩素酸ナトリウム注入設備を設置し、滅菌処理を行っています。

(参考)

  [仙南仙塩広域水道 受水池]   [大崎広域水道 受水池]

・鷹乃杜東南苑配水池(休止中) ・館山配水池

・富谷配水池 ・富谷第２配水池

・湯船沢配水池（休止中）

・受水用配水池兼送水ポンプ場

① 現在使用している次亜塩素酸注入機等の定期点検及び更新を継続していきます。

① 配水池から給水栓に至る危害評価と危機管理についてのマニュアルが確立していない。

① 水安全計画を策定し、配水池から給水栓に至るすべての段階での危害評価と危機管理を

行い、安全な水道水の安定供給を確実にする水道システムを構築します。

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

１.安全

１－２.水質管理体制の強化

２）.浄水処理施設の整備

１.安全

１－２.水質管理体制の強化

３）.水安全計画の運用
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① 衛生管理の問題を解決する手段として、直結直圧給水により、貯水槽の削減を図ります。

② 本市では最小動水圧を０.２ＭＰａの設定で給水装置の設計を行っています。

① 直結給水可能な建物等については、積極的に直結給水を取り入れます。また、受水槽、

貯水槽等は設置者の管理になっているため、衛生管理の徹底を指導していきます。

② 地区ごとの水圧を確認し、直結直圧方式が可能な建物階数を設定し、直結直圧方式を推

進します。また、給水装置の確認及びチェック体制と知識を共有化していきます。

① 水道メーターの更新は８年毎に実施しています。

② 給水管に鉛管を使用している家屋があるため、順次ポリエチレン管に入替を行っていま

す。

① 水道メータ交換を適正に行うための技術知識を継承していきます。

② 鉛管を使用している家屋を把握し、毎年計画的に入替工事を行い、事業を継続していき

ます。

建替え工事や配水管更新工事の機会を利用して給水管入替工事を進めていきます。

用語説明

直結直圧給水：貯水槽を経由せずに配水管の圧力や直結増圧ポンプを利用して給水する方式

貯水槽　　　：水道水を建物の所有者が設置した貯水槽（受水槽、高架水槽）に貯めてから

　　　　　　　ポンプを使って建物の利用者に飲み水等として供給する設備

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

１.安全

１－３.安全な水道

１）.直結給水の促進

１.安全

１－３.安全な水道

２）.給水装置の管理
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① 配水池、送水ポンプ設備等の水道施設の老朽化が進んでいる施設があるため、改良及び

耐震補強の必要性があります。

① 施設の耐震診断等の調査を行い、施設整備計画を策定し、計画的に補強、改良を実施し

ます。

② 耐用年数を超過した施設については、適正な施設規模を検討し、更新します。

③ 集中監視システムについて、現在テレメータシステムを導入しているが、更新時期が迫

っているため、日常業務の簡略化や災害時の対応性、財政面から、最適なシステムを検

討します。

※現在施設の水道監視は、クラウドシステムを導入しています。

用語説明

テレメータシステム：ＮＴＴ専用回線を使用し、遠隔地から伝送された測定値を計測記録す

　　　　　　　　　　る装置

クラウドシステム　：専用線を使用せずインターネットを通じてデータ通信を行うシステム

現状と課題

施策の概要

２.安心

２－１.施設整備の推進

１）.施設の改良・更新・耐震
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① 法定耐用年数を超えた管路

・配水本管（φ300mm以上） L= ｍ

・配水支管（φ75～250mm） L= ｍ

② 重要給水施設管路の耐震化

医療機関、避難場所、避難地、福祉施設、防災拠点等への給水。(配水本管、配水支管)

① 管路整備計画を策定し、優先順位等を決定し計画的に布設替を行います。

② 管路整備計画に重要給水施設管路（広域避難場所と指定されている施設並びに病院等）

の耐震化計画を盛り込みます。

・富谷小学校

・富谷中学校

・あけの平小学校

・富谷第二中学校

・日吉台小学校

・日吉台中学校

・富ヶ丘小学校

・成田小学校

・成田東小学校

・成田中学校

・東向陽台小学校

・東向陽台中学校

・明石台小学校

0

6,372

施策の概要

現状と課題

２.安心

２－１.施設整備の推進

２）.管路の改良・更新・耐震
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① 給水区域は館山配水場系、富谷第二配水場系、富谷配水場系と３ブロックにわかれてい

ます。東日本大震災の際は、仙南仙塩広域水道の送水管路が破損し、復旧までに多くの

日数を費やすこととなりました。

① 給水区域が複雑に入り組んでいるため、災害時・事故時には被害が広範囲に広がる恐れ

があります。

このため、災害時・事故時における断水区域を最小限に抑え、復旧作業の迅速に行うこ

とが必要となります。

また、東日本大震災の教訓を活かし、大崎広域水道系からの配水と仙南仙塩広域水道系

からの配水との相互利用が可能となるよう配水池間に連絡管を設置する等の断水対策に

ついて検討を進めていきます。

現状と課題

施策の概要

２.安心

２－１.施設整備の推進

３）.計画的配水管網の整備
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① 固定資産台帳システムと管路台帳システムを導入していますが、情報の共有化がされて

おらず、データの統一がなされていない状況です。

① 固定資産台帳システムにおける資産と管路台帳システムの管路とのデータが一致してい

ないため、管路更新時の変更が困難であることから、それぞれの資産の整合性を図るた

め、取得年度、管種、口径、延長及び管路台帳内に資産番号等を追加し統一を図るもの

とします。

① 毎年、漏水調査委託を実施し、給水管取出し部や本管の漏水を発見し、随時修繕してい

ます。

① 継続的に漏水調査を実施するとともに、漏水箇所の修理記録を管路整備計画に活かして

いくものとします。

また、老朽管の多い創設当初の管路の調査を重点的に行うとともに計画的かつ合理的な

手法により調査を実施し、地下漏水の早期発見を行い、修繕の対応を図っていきます。

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

２.安心

２－２.施設管理の強化

１）.情報システムの導入

２.安心

２－２.施設管理の強化

２）.漏水調査の強化
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① 緊急時における水道危機管理対策マニュアルの策定が必要です。

② 災害時給水体制時に使用するための保有機材は以下の通りです。

・給水タンク　　　2t　1基 ・給水車(3 )　　　1台

・給水タンク　　　1t　1基 ・給水袋(10 )　　　2,500袋（目標　7,350袋）

① 保有機材の管理徹底を図っていきます。

② 「災害時相互応援協定策定マニュアル」（厚生労働省）を基に、水道事業体間の相互応

援協定、管工事業協同組合等に関する協定を作成します。

例） ・ 日本水道協会地方支部災害時相互応援協定

・ 日本水道協会県支部災害時相互応援協定

・ 水道事業体間の相互連絡管に関する協定

・ 水道事業体と管工事業協同組合との災害時応急措置等の協力に関する協定

（日本水道協会宮城県支部との「災害時相互応援計画」は策定済み）

① 現在、各配水池には緊急遮断弁が設置されており、災害時には、水道施設の応急復旧と

併せ、これらの施設から避難場所等へ応急給水を行う計画となっています。

また、配水池には給水栓を常備しており、周辺住民への応急給水も可能となっています。

① 災害時の給水拠点場所について、平時から需要者に認識して頂くために広報活動を行い、

周知徹底していきます。

② 災害時の給水活動については、危機管理担当部所との連携を図り、応急給水活動を実施

します。

③ 日本水道協会宮城県支部との「災害時相互応援計画」による応急給水を活用します。

用語説明

緊急遮断弁：地震や水道管の破裂等の異常を検知すると、自動的に緊急閉鎖する機能をもっ

　　　　　　た弁。主に配水池に取り付け、災害時の水道水の流出を防ぐ。

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

２.安心

２－３.災害対策

１）.災害対策

２.安心

２－３.災害対策

２）.災害給水体制
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① 各種業務の委託により民間活力の導入に努めてきましたが、さらなる業務の効率化を図

って行くための検討を行っていきます。

① 委託可能な業務を選定し、経費節減効果が見込まれるものについては、順次民間企業へ

委託し、効率的な事業運営を行い、安定的な経営体制を構築するとともに広域化、共同

化についても検討していきます。

① 現在、富谷市の人口は微増傾向を示していることから、給水量についても微増傾向を示

しており、料金収入についても微増状態となっています。しかし、将来的には人口は減

少へと移り、使用水量も減少へと移行していくことは明らかな状況となっています。

また、老朽化した施設の更新事業を見越したうえで計画的に更新費用を計上することが

必要となっています。

よって、安定経営のために水道料金の見直しが必要となっています。

① アセットマネジメントを実施し、長期的な財政見通しを立てることにより、安定経営を

維持できるように水道料金について検討します。

用語説明

アセットマネジメント：水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道

　　　　　　　　　　　施設を管理運営する体系化した実践活動を指す

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

３.安定

３－１.経営基盤の強化

１）.民間活力の導入

３.安定

３－１.経営基盤の強化

２）.水道料金の見直し
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① コンビニエンスストアによる料金収納等が可能ですが、さらなるサービスの向上を目指

します。

② 休日の窓口サービス、深夜・休日の各戸の漏水事故対応の効率化が必要となります。

① 料金収納方法を簡素化し、職員への負担を減らし、さらなる経費節減に努めます。

② 窓口サービスを拡充し、需要者の利便性と満足度を向上させるようにするため、民間委

託の導入を検討します。

③ クレジットカード払いについて、検討を行います。

① 本市ホームページ及び広報誌により、水道事業に関する相談等の公聴、広報及び施設見

学等を行っており、水道事業について、利用者が理解して頂けるように活動しています。

① 水道施設の見学会等を行い、水道施設の仕組みを理解して頂けるように取り組んでいき

ます。また、職員の広報活動への意識改革を行い、市民からの信頼獲得につながるよう

に努めていきます。

② 富谷市水道事業広報を検討します。

施策の概要

現状と課題

施策の概要

現状と課題

３.安定

３－２.サービスの向上

１）.サービスの充実

３.安定

３－２.サービスの向上

２）.公聴・広報機能の確立
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① 将来的な料金収入の減少を考慮して、省エネルギー化を図り、財政負担の軽減を図りま

す。

① 水道施設の新設・更新に合わせて、省エネルギー型の高効率機器等の設置を推進します。

① 公営企業職員としての意識を高めるため、職員研修を行うとともに、公的な研修会へ参

加しています。

② 現場技術の習得や技術指導を行う職員を育成するとともに、技術力向上を図るための技

術研修を行っています。

① 職場における研修会を実施し、公営企業職員としての意識を高め、需要者に信頼される

水道サービスを提供できるよう、継続的に行っていきます。

② 公的な技術研修会等を活用し、職員の技術力の向上を図り、将来の職員への技術継承を

行っていきます。

また、日本水道協会宮城県支部並びに大崎地方水道事業者連絡協議会主催の事務職員研

修会や技術職員研修会へ参加するとともに、仙台市水道事業主催の「体験型実技講習会

」等へ積極的な参加を促します。

現状と課題

施策の概要

施策の概要

現状と課題

３.安定

３－２.サービスの向上

３）.省エネルギー化の推進

３.安定

３－３.職員育成

３）.人材の育成
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第５章 施策の展開

安全でおいしい水の供給

　配水場から給水管(蛇口)に至るまでの水質管理に徹し、安全でおいしい水を供給します。

《基本方針》 安全でおいしい水の供給

《基本施策》 水道水の安全性確保、おいしい水の供給

１.水質の保全

  本市水道事業の水源は、大崎広域水道及び仙南仙塩広域水道からの受水であるため、自己水

源を使用していません。

　そのため、県企業局からの受水１００％となっていることから、受水施設の安全運用に努め

ていくことが求められます。

２.水道水の安全性の確保

　配水場から蛇口までの水質管理を強化し、また、水道施設の適切な維持管理を継続すること

により、水道水の安全性を確保に努めます。

(１)受水施設

  本市水道事業の総配水量は、平成２９年度の１日当り実績は、上水道 １５,７４２ であ

２１,４００ となっています。将来の水需要量は２０２９年度（１７,１７９ ）で最大と

なり、その後減少が見込まれるため、水量に対する不安はありません。

(２)浄水施設

  本市水道事業は県受水１００％であることから、大崎広域水道からの受水地点である受水

用配水池兼送水ポンプ場（宮床ポンプ場）及び館山配水池、仙南・仙塩広域水道の受水地点

である富谷配水池の３箇所において、残留塩素濃度を随時計測し、次亜塩素酸ナトリウム注

入設備により、飲料水に適した塩素濃度に調整し、飲料水として送水及び配水を行い、水質

の安全性を保持しています。

(３)配水施設

  本市の水道事業における配水池の有効容量と有効時間は表５.１、表５.２のとおりです。

  配水池の有効時間は、標準有効容量(１２時間)以上の貯留能力があり貯留量に対して不安

はありません。

用語説明

配水池の有効容量：給水区域の計画一日最大給水量の12時間分を標準とする

有効時間　　　　：総配水量に対する配水池の時間容量比率

５-１

り、県水受水量は、大崎広域水道９,９００ 、仙南・仙塩広域水道１１,５００ 、計
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  また、本市における配水管網の特徴は、市内はほぼループ化されており、災害・事故等の

対応が容易でありますが、さらに配水区域のブロック化を構築し災害・事故等による影響範

囲の最小化等を検討します。

  おいしい水の供給をするには、水源水質の変化に応じた浄水処理の適正な管理の実施等に

より水質の向上を図ります。

[平成29年度実績値]

館山配水池

富谷第二配水池

高区配水池

低区配水池

富谷配水池

高区配水池

低区配水池

[平成29年度実績値]

館山配水池

富谷第二配水池

高区配水池

低区配水池

富谷配水池

高区配水池

低区配水池

2,000 5.0 1,771

4,000 5.0 5,953

6,000 197,724

33

2.5

8.0 2,506

10,000

15,742 24

4,000

6,000

6,650 36

1,940

2,000 3.0 1,323

計 17

配水池名称
有効容量
( )

有効
水位
(ｍ)

一日最大
配水量
( ／日)

有効
時間
(h)

16,000

計

5.8 2,821

6,000

2,000

表5.2 配水池の有効時間(一日平均配水量時)

8,459

2,744

有効時間  ＝
有効容量

1日最大配水量

3.0 1,449

配水池名称
有効容量
( )

有効
水位
(ｍ)

一日最大
配水量
( ／日)

5.82,000 3,090

表5.1 配水池の有効時間(一日最大配水量時)

水系

大崎
広域水道

2,000

合計

有効
時間
(h)

5.0 6,519

計

2,000 5.0

8.06,000

10,000 7,283

16,000 2.5 14,374 27

計

仙南・仙塩
広域水道

合計

水系

大崎
広域水道

仙南・仙塩
広域水道
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(４)残留塩素の管理

  殺菌効力のある塩素系薬剤を有効塩素といい、殺菌や分解してもなお水中に残留している

有効塩素を残留塩素といいます。水道法施行規則では、給水栓における水が、残留塩素を

 ０.１mg/L以上保持するよう塩素消毒をすること。また、厚生労働省では、おいしい水の要

件として残留塩素を ０.４mg/L以下と定めています。

  おいしい水の供給をするために、残留塩素の適正な管理の実施等により、水質の向上を図

ります。

(５)配水管末端監視

  本市では、配水管末端に自動計測機器を設置しリアルタイムで水質監視を行い、安全な水

道水であることを確認しています。

　末端監視機器の設置箇所及び監視項目は表５.３のとおりです。

 とちの木ポンプ場

 大清水一丁目第一公園

 日吉台中学校

 東向陽台公民館

 明石ポンプ場

 石積ポンプ場

　今後、採水地点を再検討し、必要な箇所に自動計測機器を設置し、水道水の安全性を確保

していきます。

(６)水質検査体制

  富谷市では、年度ごとに作成する「水質検査計画」に基づき水質検査を実施しています。

　毎日検査については管末端監視員に委託し、毎月検査については厚生労働省に登録の民間

の検査機関へ委託しています。

○ ○ ○

○ ○ ○

表5.3 配水管末端監視一覧表

設置箇所 色度 濁度 水温 ｐＨ 残留塩素

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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強靭な水道施設の構築

災害時にも水道水の供給が可能な強靭な水道の構築を進めます。

 《基本方針》  強靭な水道施設の構築

 《基本施策》  施設の耐震化・更新・災害対策の強化

  水道施設は、市民生活は欠かせないライフラインであり、平常時はもとより大規模地震や自

然災害などの非常時においても、必要最低限の水の供給が可能になるように水道施設を強化し

ていくことが必要となります。

  災害時においても、水道施設の役割を果たしていくためには、水源から導水、浄水、送水、

配水に至る水道施設の機能が低下しないよう、日々の維持管理に努めるとともに、老朽化した

施設の更新、耐震化を行います。

  より具体的には以下に示す状況を実現させることを目標にします。  より具体的には以下に示す状況を実現させることを目標にします。

◆ 水道施設の健全度が低下しないよう定期的な診断・評価が行われ、適正に施設更新

が維持されており、基幹管路、浄配水場の全てが、電気・機械・計装設備も含めて

耐震化されている。また、基幹管路以外の管路や給水管についても、適切な材質や

仕様が採用され耐震性が向上している。

◆ 耐震化された施設においては、当該箇所で想定される最大規模の地震を受けたとし

ても、施設の機能に重大な影響が及ぶことなく、水道水の供給が可能となっている。

◆ 水道管路が適切に更新されていることにより、配水管等の損傷がほとんど発生せず

断水や濁水が発生しない水道が構築されている。

◆ 災害時や緊急時において給水するための配水池容量や応急給水設備、給水車等が確

保され、必要最低限の飲料水や生活用水が供給できる体制が構築されている。

[出典:「新水道ビジョン」平成25年3月(厚生労働省健康局)より抜粋加工]

５-２
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１.施設の耐震化・更新

　配水池等の基幹施設は順次耐用年数が経過するため、整備計画に基づき施設更新を実施しま

す。施設の更新にあたっては、耐震化を図りながら維持管理性、省エネルギー化等の環境に配

慮した施設整備を進めます。

  水道施設の規模・構造、概要については『水道施設の概要』のとおりです。

(１)施設の状況

耐用年数を超過している施設は現在のところありません

耐震診断の結果、耐震性不足と判定された施設を表５.４に示します。

720m3

(２)耐震化・更新計画

  耐用年数の超過した施設、耐震面で課題のある施設の他、築造年の古い建築物、老朽化の

状況調査を行い重要度・優先度を判断して計画的に順次更新を行い、強靭な水道施設の構築

を図ります。また、電気設備、機械設備についても構造物と同様に順次更新を行います。

表5.4 耐震性不足施設

種別 施設名称 構造物名 構造 規模
築造年 経過

年数
耐用
年数

受水施設 RC造 H12 2000 18
受水用配水池兼
送水ポンプ場

送水ポンプ井 38

和暦 西暦
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２.管路の更新・耐震化

(１)管路の状況

  本市の水道管路は、配水本管（φ３００mm以上）、配水支管（φ７５～φ２５０mm）、

配水補助管（φ５０mm以下）に区分されます。配水管路の総延長は平成２９年度末で約

 ２８９.５ｋｍに達しています。

  現在の管路状況で法定耐用年数を超過した管路、石綿セメント管の撤去又は布設替が必

要な管路延長は約３８ｋｍで全体の １３.３％にあたります。

　水道管の種類別管種別の延長を表５.５、図５.１、図５.２に示します。

[単位：ｍ]

※配水支管に配水補助管も含む。

DIP耐震: ダクタイル鋳鉄管 耐震管 SP : 鋼管 VP : 硬質塩化ビニル管

DIP : ダクタイル鋳鉄管 その他 SACP: 鋼板巻石綿セメント管 PP : ポリエチレン管

配水支管

配水本管

計 6,138

156,238

156,238 20,602

図5.2 配水本管管種図5.1 配水支管管種

289,46728,361 75,575 2,551

VP管 PP管SP管 SACP管DIP管

表5.5 種類別管種別延長

計

26,1946,946 18,579 669

21,415 56,997 1,882 6,138 20,602 263,273

DIP耐震管

21,415

56,997

1,882
6,138

156,238

20,602

配水支管

DIP耐震管

DIP管

SP管

SACP管

VP管

PP管

6,946

18,579

669

配水本管

DIP耐震管

DIP管

SP管
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(２)老朽管の更新

  更新にあたっては、管の材質ごとに想定耐用年数を設定し、管の布設年度や漏水事故発生

時の影響(断水範囲)の大きさ、地震時の被害予想等を総合的に勘案し、管路更新の優先順位

を設定し、維持管理で蓄積されている情報、管路状況を確認しながら更新を行います。

  水道管の経過年数別管路の延長を表５.６、図５.４に示します。

[単位：ｍ]

※配水支管に配水補助管を含む

比率 13.27％ 30.27％ 36.47％ 13.68％

配水本管

[H11～H20]

33,787 80,035

6.31％

[H21～H29]

計

計

263,273

26,194

289,46738,409 87,619 105,572 39,609 18,258

4,373

11年～19年 10年未満

18,14035,237

西暦

[和暦]

経過年数

配水支管

20年～29年

96,073

表5.6 経過年数別管路延長

図5.3 年度別布設延長

40年以上 30年～39年

1978以前 1979～1988 1989～1998 1999～2008 2009～2017

4,621 7,584 9,498 117

[S53以前] [S54～S63] [H1～H10]

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

1978以前 1979～1988 1989～1998 1999～2008 2009～2017

配水支管 配水本管
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(３)管路の耐震化

  老朽管や石綿セメント管、硬質塩化ビニル管(ＴＳ継手)などを、材質や継手部分の強度な

どが耐震性に優れた管種(ダクタイル鋳鉄管GX形継手等、水道配水用ポリエチレン管)に更新

していきます。 既設管路の耐震能力について、表５.７に耐震能力別に分類した管路の延長

を示します。

[単位:ｍ]

 L2耐震管 NS形 ダクタイル鋳鉄管

S形 ダクタイル鋳鉄管

鋼管(溶接接手)

 L2耐震 ポリエチレン管(PE)

 適合管 ポリエチレン管(PP)

 L1耐震管 K形 ダクタイル鋳鉄管

A形 ダクタイル鋳鉄管

T形 ダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管

RR形 硬質塩化ビニル管

 非耐震管 鋼管(ねじ込継手)

石綿セメント管

塩化ビニル管

921 194 669 1,845

配水支管配水補助管

61

578 221 798
19,698 918 6,946 27,562

計
～φ50㎜ φ300㎜以上

配水本管

φ75㎜
～φ150㎜

φ200㎜
～φ250㎜

図5.4 既設配水管の耐震化率

54,194

小計

小計

小計

783
6,138 6,138

88,897 22,294 18,579 167,446

16,862

2,174

21,197 1,333 7,615 30,206
5,870
1,943

91,870

12,713 20,526
11,223 2,623 9,534 23,379

8,622 33,983

12,482

8,498

18,352
231

配水補助管φ50㎜以下 配水支管φ75㎜～φ150㎜

配水支管φ200㎜～φ250㎜ 配水本管φ300㎜以上

587

33,626 71,289
26,194 289,467

小計

計

37,663
160,470 23,62779,176

195

表5.7 既設配水管の布設状況(管種別延長)

1,363 7,776 56 9,194

33,039 31,329 64,368

5,256 3,397 367 9,020

61

7,813

37,676
37,676

耐震区分 管種

0.08% 9.87%

47.59%

42.47%

L2耐震管 L2耐震適合管

L1耐震管 非耐震管

13.21%

7.92%

55.40%

23.47%

L2耐震管 L2耐震適合管

L1耐震管 非耐震管

5.64%

94.36%

L2耐震管 L1耐震管

29.07%

70.93%

L2耐震管 L1耐震管
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(４)更新管路の管種

  更新管路の管種は、厚生労働省令「水道施設に関する技術的基準を定める省令」や厚生労

働省による各種報告書「管路の耐震化に関する検討報告会(Ｈ２６年６月)」より、原則とし

て以下の管種を採用します。

基幹管路(Ｌ２耐震管)    

・ダクタイル鋳鉄管(ＧＸ形継手等)

基幹管路以外(Ｌ２耐震管、Ｌ２耐震適合管)

・ダクタイル鋳鉄管(ＧＸ形継手)

・ダクタイル鋳鉄管(ＮＳ形継手Ｅ種 φ７５～φ１５０)

・水道配水用ポリエチレン管(ＨＰＰＥ φ５０～φ１５０)

(５)重要給水施設配水管

  災害時においての避難所、病院、復旧拠点となる重要給水施設への配水管は優先的に耐震

化します。重要給水施設は表５.８のとおりです。

富谷小学校

富谷中学校

あけの平小学校

富谷第二中学校

日吉台小学校

日吉台中学校

富ヶ丘小学校

成田小学校

成田東小学校

成田中学校

東向陽台小学校

東向陽台中学校

明石台小学校

重要給水施設を図５.５に示します。

用語説明

管路の耐震能力：厚生労働省「管路の耐震化に関する検討会報告書」より、基幹管路及び配水

　　　　　　　　支管が備えるべき耐震性能への適合性を示す

基幹管理　　　：レベル1地震動に対して、原則として無被害であり、レベル２地震動に対し

　　　　　　　　て、個々に軽微な被害が生じても、その機能保持が可能である

配水支管　　　：レベル1地震動に対して、ここに軽微な被害が生じても、その機能保持が可

　　　　　　　　能である

レベル１地震動：耐用年数中に一度以上は受ける可能性がある地震動

レベル２地震動：将来にわたって一番強いと考えられる地震動

表5.8 重要給水施設

1

2

9

10

接続管路状況

RRVPφ125

DIP-Tφ250

DIP-Aφ300

DIP-Aφ150

DIP-Aφ250

DIP-Aφ250

番号 施 設 名

DIP-K

RRVPφ100

DIP-Aφ300

3

4

5

6

7

8

12

11

13

DIP-K

DIP-Aφ200

DIP-Aφ200

DIP-Aφ300
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図5.5 重要給水施設位置図
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(６)管路更新計画

  管路の更新計画は、災害拠点・病院・避難所などの重要給水施設に供給する重要給水施設

配水管を優先的に更新します。その中でも耐震性が低いものから更新していきます。

  また、管路の老朽化が進んでいるため、設定耐用年数に達したものから順次更新していく

必要があります。

　管路の更新計画の優先順位を表５.９に示します。

注：試掘調査等により、劣化が著しいことが判明した管路や漏水頻度の多い配水

    管等については優先的に更新する。

耐用年数を超過した配水管(その他）4

優先順位

1

2

3

表5.9 優先度順の更新予定時期

更新管種

重要給水施設配水管(配水本管のL1耐震管、非耐震管)

重要給水施設配水管(配水支管のL1耐震管、非耐震管)

耐用年数を超過した配水管(非耐震管）
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災害対策の強化

  応急給水体制等のソフト面での災害対策を強化するとともに、日常的な水道施設維持管理

の向上・効率化に取り組み、どのような状況でも対応できる安定した管理体制の確保を図り

ます。

  水道事業としても緊急時における水道危機管理対策マニュアルの策定をするとともに富谷

市地域防災計画等を合わせ、大規模災害（地震・停電・風水害・渇水等）や大規模事故（テ

ロ・水質汚染事故・管路事故・凍結事故・原子力事故等）が発生した際の対策本部組織や応

急活動等の対応を強化します。

(１)災害対策マニュアルの整備・運用

  本市では、富谷市地域防災計画を策定しており、大規模災害や大規模事故が発生した際

の対策を定めております。

  また、災害等の発生時において、行動規範を定めたマニュアルを策定し、そのマニュア

ルに定めた行動を的確・迅速に実行できるよう訓練を実施していきます。

(２)応急給水対策の強化

  地震等の災害により水道施設が被害を受け、断水等が発生した場合には、応急給水を行

うことが必要となります。本市では、応急給水の方法として、給水車等により重要給水施

設等へ飲料水を運搬する「運搬給水」と、給水拠点である重要給水施設等にて市民へ直接

飲料水を提供する「拠点給水」を想定しています。

  運搬給水は、配水場にて必要な飲料水を確保し、給水車や給水タンクにより、重要給水

施設等へ飲料水を運搬します。

  拠点給水は、重要給水施設等において、飲料水の提供を行います。災害時は、被災の状

況や時間帯などにより、市民が給水用の容器を準備できず給水を受けられない場合も想定

されることから、水道事業ではポリ袋等の簡易容器の備蓄も行っています。

給水車

給水タンク

給水タンク

給水袋

(３)応急復旧対策の強化

  地震等の災害や事故の発生により水道施設が被災した場合には、早急に被害状況を把握

し、応急給水を実施するとともに、被災箇所の復旧（応急復旧）に努めることが必要です。

　このため、施設・管路等の復旧に必要な資機材を日頃より確保しておくことが重要であ

り、本市においても資機材や燃料等の備蓄を進めています。

  しかし、被災状況によっては、資機材等が不足し入手が困難となることも考えられるこ

とから、近隣の水道事業体と被災時における資機材等の融通を可能にする体制を検討しま

す。

10L 2,500袋

3 1台

1 1基

2 1基

５-３

表5.9 給水車・給水タンク等保有状況

種別 容量等 数量
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  また、大規模災害等では、物流が乱れ円滑な資機材等が入手できない可能性もあるため、

備蓄品を確保しておくだけでなく、その流通経路や生産拠点を把握し、民間企業等との連

携による資機材等の確保体制も検討します。

  さらに、災害時の応急給水や応急復旧には現地との情報連絡による活動が大変重要であ

り、災害時にも対応可能な通信手段の活用も検討します。

・資機材の備蓄

  地震等の災害や事故の発生時において、応急復旧活動を円滑に実施するため、応急復

旧に必要となる資機材を本市単独で備蓄するとともに、近隣の水道事業体との備蓄状況

等の情報交換を積極的に図ります。

・資機材及び燃料等の確保

  大規模災害等で物流が乱れた場合にも必要な資機材や燃料を確保するため、広域的な

視点での流通経路や生産拠点を把握し、民間企業との連携による資機材等の確保を図り

ます。

・通信手段の整備

  災害時における被害状況の把握や、応急給水及び応急復旧に必要となる情報連絡を円

滑に行うため、衛星携帯電話の整備やＭＣＡ無線等の活用を検討します。

・災害時の関係機関との連携維持

  地震等の災害が大規模に発生した際には、応急給水及び応急復旧の実施のための人員

が不足することも想定されます。このため、関係機関との間であらかじめ協定を締結し、

連携を図ることが重要です。

  今後もこれら関係機関との連携を維持するとともに、実際の災害時においても有効に

機能させるための広域合同訓練等を継続的に実施することが重要となっています。

・他自治体との連携

  災害等が発生した場合の応急給水及び応急復旧体制を確保するため、周辺自治体に災

害時応援協定等を働きかけ連携を図ります。

・民間団体等との連携

  災害等が発生した場合の応急活動に係る人員体制等の強化を図るため、これまでの民

間団体等との災害時等応援協定を維持するとともに、他団体等との連携についても検討

します。
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第6章 健全な事業経営への取り組み

  現在及びこれからのお客様に対し、安全でおいしい水を安定的に供給するためには、経営

・技術の両面にわたり更なる運営基盤の強化を推進します。

《基本方針》 健全な事業経営への取り組み

《基本施策》 事業経営と業務の効率化、経営基盤の強化

組織・体制の強化

事業運営と業務の効率化

１.適正規模での施設再構築による業務の効率化

  本市水道の給水人口は、緩やかに上昇傾向を示しています。しかし、全国的な人口減少の

時代に突入していることもあり、近い将来本市においても人口減少へと転じることが予想さ

れ、今後の料金収入の増加が見込めない状況です。しかし、施設整備や老朽化した施設の更

新は避けて通れません。

  このため、水需要予測に留意しながら中長期的な見通しに立って、水道施設及び管路を適

正な規模での更新(ダウンサイジング)を行い、無駄のない事業の効率化を推進します。

２.官民連携の活用

  本市水道事業は、水道施設維持管理業務をはじめ、給水開閉業務、水道メータ検針業務、

水質検査業務の民間委託を推進し、事業の効率化を図っています。

経営基盤の強化

１.アセットマネジメント(資産管理)手法を活用した経営基盤の強化

  アセットマネジメント(資産管理)手法により財政の長期見通しを立て、経営の維持等のバ

ランスのとれた効率的で計画的な整備を進めていきます。

  また、建設改良に要する財源は、できる限り減価償却費などの内部留保資金や利益剰余金

を効果的に活用するなど、自己資金の投入比率を高めて借入金依存度の低減を図り、財政基

盤を強化します。

２.水道料金の適正化

  老朽施設の更新・耐震化には多額の費用が必要です。本計画での財政の長期見通しでは今

後１０年間水道料金の改定は必要がないとなっております。しかし、将来的な収支バランス

を考慮すると水道料金の改正を視野にいれた水道料金の適正化を図ります。

用語説明

減価償却費　：購入価額を一旦計上し、資産の耐用年数にわたって規則的に費用として配分

　　　　　　　される金額

内部留保資金：減価償却費など実際にお金の支出がない費用計上によって生じた資金

利益剰余金　：処分されないで残った利益（または損失）

６-１

６-２

単位

％

表6.1 料金回収率の実績

料金回収率
供給単価
給水原価

業務指数 算定式 平成27年度 平成28年度 平成29年度

90.14 89.09 87.57
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組織・体制の強化

１.組織機構強化と職員定数の適正化・人材育成

  近年、水道システムの高度化が進み、必要とされる技術レベルも上がっています。

  このような状況の中で、職務に精通したベテラン技術者の多くが退職しつつあり、次の世

代への技術の継承が課題となっています。

  今後は、技術継承のための人材育成を進め、効率的で質の高いサービスを提供できる体制

づくりを目指します。

  業務のサービス低下を招かないよう、経験を積んだ職員の配置に努め、併せて技術の継承

がてきる体制づくりを目指します。

 技術職員数

 事務職員数

 全職員数

 年間配水量

 給水戸数(水栓戸数)

２.広域的連携の検討

  水道事業経営に関わる職員の減少も予想されます。今までと同じような水道サービスレベ

ルの維持・向上を図る必要があります。

  本市の事務力・技術力の維持・発展のため、技術協力・技術サポート・人材育成・災害時

の相互連携など、近隣水道事業体との広域連携の検討を行います。

　また、２０１８年１２月６日に改正水道法が成立し、複数の自治体が広域的な連携により

水道事業を行い、各自治体が重複して管理している施設を削減し、効率の良い運用をすると

ともに水道施設の施設状況を適切に整備することを促した「自治体の広域連携の促進」と自

治体が所有する水道施設を民間事業者がこの施設を運営することができるとした「民間の参

入を促すコンセッション方式の導入」が盛り込まれたことを受け、宮城県においても県を中

心とした研究会が立ち上がり、今後の広域的連携を検証していくこととなっています。

　本市においても、県及び近隣水道事業体と協議を行い、将来的に広域連携を目指します。

用語説明

供給単価：有収水量１ 当たりの収益

給水原価：有収水量１ 当たりの給水にかかる費用（１ を使用して頂くために係る費用）

17,643

2,941

 職員1人当り配水量

 職員1人当り給水戸数

年間配水量
全職員数

給水戸数
全職員数

5,244,412

17,176

868,643

2,901

5,211,858

17,408

5,046,811

4

6

33.3

874,069

33.3

 /年

戸

全職員数

841,135

50.0

2,863

 /人

戸/人

3

6

2

4

6

 技術職員率

業務指数

６-３

表6.2 持続関連(職員に関する)の主な指標

平成29年度平成27年度単位 平成28年度算定式

技術職員数

人

人

人

2

％

3
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第７章 市民との連携の促進

  市民のニーズを把握しながら水道に関する情報提供を充実させるとともに、窓口サービス

の向上対策を実施し、市民とのコミュニケーションの充実を図ります。

《基本方針》 市民との連携の促進

《基本施策》 情報提供の充実及び市民ニーズの把握、窓口サービスの向上

情報提供の充実及び市民ニーズの把握

１.情報提供の充実

  今後必要となる老朽施設の更新や耐震化等を推進し、水道事業を継続していくためには、水

道使用者である市民に、事業への理解と関心を深めてもらうことが求められます。このため、

市民に対し、水道事業経営に関する情報を適正かつ正確で分かりやすく提供するとともに、市

民ニーズの把握に努めます。

  水道事業は、人口減少時代の到来により水需要及び料金収入が減少する可能性がある一方で、

水道施設の老朽化による更新・延命化が必要となるなど水道事業を取り巻く経営環境はこれま

で以上に厳しさを増すことが想定されます。そのため、今後も安心で安全な水道を持続してい

くためには、水道需要者である市民に水道事業に関する状況を理解してもらうことがますます

重要となります。

  そのため、本市ではこれまでに市民に対する種々の情報提供を実施してきました。今後は市

民との連携の促進のため、これまで以上に市民の視点に立ち、適正かつ正確で分かりやすい情

報提供を行うことが重要となっています。

  また、市民の水道事業に対する理解を深めてもらうため、小学生を中心に水道施設の見学案

内を実施していきます。こうした子どもに対する学習の場の提供は、未来の水道を担う世代に

水道事業への関心を高めてもらうことに加え、水道水について家族で話し合ったり、水道を身

近なものとして考えたりする機会の提供にもつながります。今後も世代を超えて未来へつなが

る持続可能な水道を目指し、これらの取り組みを継続的に実施していきます。

(１)情報提供の充実

  水道使用者である市民のニーズを把握した的確な情報を見やすく、かつ分かりやすく提供

するとともに、ホームページによる最新情報の迅速な提供に努めます。

(２)水道に関する学習の場の提供

  未来の水道を担う次世代に水道事業に対する理解を深めてもらうため、水道施設の見学案

内を継続的に実施し、水道に関する学習の場を提供します。

２.市民ニーズの把握

  近年、水道事業に対し、水道料金や経営、水道サービス内容等について、市民の関心が高ま

っています。そのため、市民への情報提供を充実させるためには、市民のニーズを的確に把握

し、本市と水道使用者が水道事業に関する情報の共有を図っていくことが重要となっています。

  このようなことから、本市では、政策等の形成過程において広く市民の意見を反映させ、市

民との協働を推進するとともに、市政における公正性や事業の透明性を確保していきます。

７-１
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窓口サービスの向上

  水道事業への市民の満足度を向上させるには、水道利用の利便性を向上させる必要があり

ます。そのため、各種手続き等における利便性向上に向けた取り組みを継続します。

  水道使用者である市民と接する業務には、水道料金の徴収、水道の使用開始・中止手続き、

給水工事の申請手続き等に加え、各種問い合わせ（水道料金、使用水量、水質、断水等）へ

の対応があります。

  本市では、これまでに窓口業務サービスの向上対策を実施してきました。今後もさらなる

利便性向上を目指し、より一層信頼が得られるよう、使用者である市民のニーズに合わせた

各種手続き方策を検討し、実施していきます。

  表７.１に実施済の向上対策と今後の検討課題を示します。

水道使用開始・中止等電話受付業務

水道料金窓口・徴収業務

コンビニエンスストアでの水道料金の支払い

クレジットカードによる水道料金の支払い

インターネットによる水道の使用開始・中止・変更届の受付

７-２

検討課題

表7.1 窓口サービスの向上対策

内    容 実施状況

実施済

実施済

実施済

検討課題
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第８章 環境問題への取り組み

  省エネルギー対策によるエネルギーの有効利用を図るとともに、廃棄物の抑制や有効利

用を推進し、環境に配慮した事業運営を進めます

《基本方針》 環境問題への取り組み

《基本施策》 省エネルギー・資源の有効利用

省エネルギー・資源の有効利用

１.省エネルギーを意識した施設の再構築

  本市の上水道は、水道水を配水するために送水施設や配水施設にポンプ設備を数箇所設置

されていますが、更新時に高効率機器の採用やインバーター制御装置の導入等により動力費

を抑えることが可能であり、エネルギー効率が良くすることができるという利点があります。

それはすなわち、環境への配慮につながることから、施設更新の際には、より効率的な設備

を採用し、省エネルギー化により環境への負荷を低減させます。

  配水場の施設更新には、再生可能エネルギーの有効利用を検討します。一般的に行われて

いる太陽光発電設備の導入について検討します。

２.廃棄物の抑制と有効利用

  本市水道事業における廃棄物の抑制と有効利用は、現在実施しているものを含め計画的に

推進します。

・管路更新工事に伴う仮設配管としてのレンタル管の使用

・管路更生工法の導入による既設管の再使用

・他工事との同時施工等による建設副産物の抑制

８-１
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第９章 経営戦略概要版

富谷市経営戦略の位置づけ

　経営戦略は、本市の水道事業が将来にわたって、安定的に継続していくための中長期的な計

画であり、「施設・設備投資の見通し」と「財源の見通し」を均衡させた「投資・財源計画」

を策定するものとします。

・計画期間

　計画期間は、総務省が示す経営戦略の期間の設定として、「中長期的な視点から経営基盤の

強化に取り組むことができるように、計画期間は１０年以上を基本とする」という方針から、

本市では「２０１９年度～２０２８年度」の１０年間を計画期間と設定します。

給水人口の動向及び財政状況の将来見通し

・行区域内人口、給水区域内人口及び給水人口

　本市の行政区域内人口は緩やかに増加している状況であり、２００８年度で４６、２７７人

２０１７年度で５２，５９３人と１０年間で６，３１６人（１３．６％）の増加となっており

２０２９年度には５７，３８１人が予想されます。「国立社会保障・人口問題研究所」におけ

る将来人口の予測では、増加のピークは２０３５年度で、５８，０５１人となっています。

　行政区域内人口とともに、給水人口も同様の傾向を示しており、当面は増加傾向を示すもの

２０３５年度をピークに減少傾向を示していきます。

　将来的には人口の減少傾向は避けられない状況となります。

・供給単価と給水原価

　将来的に給水人口の減少が始まると有収水量も減少を始めることが予想されるため、有収水

量に依存する料金収入も減少することとなります。しかし、現状において供給単価よりも給水

原価が高くなっているため、さらに経営状況が悪化することが懸念されます。

　料金収入と建設改良費の計画をみますと、今後、耐用年数を超過し、更新が必要となる施設

について順次更新を行っていく必要があるため、現在の料金収入では投資費用を賄うことがで

きない状況となります。

　しかし、繰越利益剰余金があるため、今後１０年間は安定した経営が可能となっています。

９-１
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・財政状況

　今後２５年間の財政シミュレーションを行った結果、経常損益（現金収支）で２０４１年度

で赤字となり資金残高については、内部留保資金があるため、２０４３年度まで増加傾向を示

すことから問題はありません。

　今後１０年間程度は安定した経営が可能となりますが、老朽化施設の更新事業を順次行って

いくためには収益性をさらに高めていく必要があります。

図1.行政・給水区域内人口及び給水人口の推移（2008～2017年度実績値、以降推計値）

図2.供給単価と給水原価及び料金回収率の推移

図3.建設改良費と繰越利益剰余金の推移
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経営健全化への取組

(1)職員の人材育成と適正化

　経営健全化のため、職員数の削減等を検討してまいりましたが、創設時の施設が耐用年数

に達しているものもあり、徐々に老朽施設が増加していく状況にあるため、将来の更新事業

に合わせて、技術職員一人あたりの負担が増加することが予想され、技術職員の増員を検討

する必要があります。

　また、水道事業を継続していく上で、ベテラン職員が培ってきた技術を若手職員へ技術継

承させていくための研修等を行うとともに、民間ノウハウの活用により、業務の効率化に取

り組んでいきます。

今後の取組項目

・老朽施設の更新事業に合わせた職員の適正化

・技術継承および技術力向上のための研修充実

(2)民間活力の導入

　業務の効率化を図るため、水道施設維持管理業務をはじめ、給水開閉業務、水道メータ検

針業務、水質検査業務の民間委託を推進してきましたが、今後も可能な限り委託可能な業務

の検討を行い、業務の効率化を推進していきます。

今後の取組項目

・各施設の運転管理業務委託

図4.資金残高、企業債償還金及び経常損益の推移
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(3)水道施設整備計画の策定

　今後、施設の老朽化に伴う施設更新を見越して、給水量に見合った施設容量、管路口径を

見直した整備計画を策定します。

　現状においても、老朽管の更新工事を順次行っていますが、さらに効率的な更新計画を整

備し、事業内容を見直していきます。

　また、災害時においても安定的に供給可能な管路網を整備するため、東日本大震災時に供

給が停止した県水（仙南・仙塩広域水道）を考慮し、仙南・仙塩広域水道及び大崎広域水道

の受水後に連絡管を設置し、相互融通が可能な配管とすることを検討します。

今後の取組項目

・災害時にも供給可能なシステムを構築するため、仙南・仙塩広域水道と大崎広域水道の受

水後に連絡管を設置

・老朽管の効率的な更新

経営戦略の事後検証・更新等

　本経営戦略は、ＰＤＣＡサイクル(Ｐlan：計画、Ｄo：実施、Ｃheck：検証、Ａction：見直

し）を活用し、計画の実施状況の進捗管理を毎年行うとともに、５年を経過した段階において

見直しを行います。

　本市の水道事業における料金収入は、需要者からの給水収益であるため、給水人口の増減に

よって、大きな影響を受けます。また、県水受水のため、供給単価の改定によっても影響を受

けるため、将来的に計画と実績に乖離がみられる場合は、事業手法の見直しについて検討しま

す。

９-４

図5.PDCAサイクルの活用
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